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ニューヨーク市における二つの巡検

第一の巡検
『まなざしの良心The Conscience of the Eye』のな
かで、都市社会理論家のリチャード・セネットRich-
ard Sennettは、読者をグリニッチ・ビレッジにある
彼のアパートから３マイルの散策に誘っている。散
策は、はじめにワシントン・スクエアのちょうど東
の「ドラッグ保護区 drug preserve」を通り抜ける。
ここでは、コカイン常習者の売人は決して一カ所に
止まっていない。「腕をガタガタさせて、ゆっくり歩
き回っている。電気のように敏感になって、かつてこ
の地域を占拠していたマリファナで朦朧となった老
年の男達よりも、ずっと危険［な香り］を放っている」
(1990: 124)。セネットは、それから三番街に沿って、
グラマシー・パークGrammercy Park地区（「ここに
暮らす人は、百貨店のバイヤーや、秘書としてニュー
ヨークで生活を始めた女性」(1990: 129)）の端に向か
う。そして、三番街とレキシントンのあいだの 20番
台半ばの通り（そこには、「レザー・フェティシスト
leather fetishists……（中略）……を相手にするバーや、
何の徴もなく窓の明かりの消えた、荒廃したタウン
ハウスのなかにあるバー」(1990: 129)がある）に入っ
ていく。レキシントン街沿いから入った 20番台後半
の通りで、セネットは、インド人とパキスタン人が
営む店のなかに並べられたスパイスの包みを観察す
る。それから、散策の「最終ラップ last lap」として、
マレー・ヒルMurray Hill（「ニューヨークにおいてオー
ルドエリート層が住んでいた地区」）を抜け、レキシ
ントンと一番街のあいだの東 40番台の通りに至るの
だが、そこからは、何マイルもの焼けたビルとレン
ガで封じられた窓を眺めることができる。「あまりに
豊かな都市において、この許容された廃墟地帯」を、

セネットは、「市民の無関心を誇示しているかのよう
だ」と結んでいる (Sennett 1990: 131)。

第二の巡検
第二の巡検は、ニューヨーク市交通警察の新しい部

長として、1990年にニューヨーク市を訪れたウィリ
アム・ブラットンWilliam Brattonによる報告である。

ラ・ガーディア空港LaGuardia Airportから高速道
路でマンハッタンに向かったことを覚えている。落
書き、焼かれた車、ゴミが、あらゆる所にあるよう
だった。それはまるで未来の映画から抜け出てき
たもののようにみえた。マンハッタンに入ると、
ニューヨークという都市にとっての非公式の歓迎
者、つまり、ゴム雑巾の厄介者the Squeegee pest
と出会う。ニューヨーク市へようこそ。この輩は、
汚いぼろきれか、ゴム雑巾を持っていて、薄汚れ
た液体で窓を洗って、金を請うか要求する。五番街
を進んでいくと……（中略）……無許可の路上行商
人や物乞いが至る所にいた。地下鉄に降りていく
と、毎日、20万人の無賃乗車者たちが回転式改札
口を飛び越えていたし、一方では、たかりのプロ
shakedown artistsたちが、回転式改札口を破壊し
て、金になりそうな乗客に、トークンtokens［メ
ダル状の乗車券］を手渡すように要求した。物乞い
がすべての電車にいた。あらゆるプラットホーム
に、段ボールの街cardboard cityがあって、ホーム
レスが陣取っていた。これは、自身に気を配ること
を止めた都市だ(Bratton, 1997: 33-4)。

かれらの対照的な経歴にもかかわらず、1990年
代のニューヨーク市における差異と逸脱についての
セネットとブラットンの説明には、いくつかの興味
をそそる共通点が含まれている。両者は、都市を特
徴づける無関心の感覚にひどく困惑している。都市
を散策する経験のあり方に起因するセネットの関心
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は、パリの詩人であり遊歩者であるボードレールの
ものとは異なっているようだ。後者は、周囲の世界
に関わろうとしているようにみえたが、セネットは、
自身が観察する他者と同様に、互いがただ無関心で
あることを見出している。

ニューヨークは、外部に対して開かれた理想の都市
であるべきだ……（中略）……ニューヨークの中央
部を歩くことによって、人は、このもっとも多様な
都市の差異のなかに埋没するのだが……（中略）
……ニューヨークでの散策は……（中略）……他者
との差異と他者への無関心が、関係し合う不幸な対
であることを明らかにする。目は、差異を確かめ
て、無関心を装うのである(1990: 128-9)。

セネットにとってはしかし、こうした無関心な他
人のいる都市のなかに、開放の可能性がある。セネッ
トは、『無秩序の活用』のなかで初めて概要を描いた、
都市コミュニティは異質性を必要性とするという主
張を発展させ、「差異が存在し、互いに接続しない
生活の断片がある都市、そうした都市においてこ
そ、強迫観念にとらわれた人々は解放される」(1990: 
125)ことを強調する。実際、彼は続けて、「逸脱は、
軽やかに活動する人々で混み合った都市において可
能となる自由」(1990: 126-7)だと宣言している。「同
化していない他者に対する開放性」のある「抑圧的
ではない都市」を求めるアイリス・マリオン・ヤン
グ Iris Marion Young (1990: 241)の主張や、約 30
年前に、ニューヨーク市内の「寛容性、すなわち
近隣間にある著しい差異に対するゆとり the room」
を称揚したジェイン・ジェイコブズ Jane Jacobs 
(1961: 83)との共通点がここにはある。だが、ジェ
イコブズにとっては、「見知らぬ人たちが、礼儀正
しくも基本的に堂々とした控えめな間柄において、
共に平和に暮らすことを許容する」鍵は、無関心な
のではなく、「自分たちで行う監視」(1961: 121)の
実践、つまり「人々自身によって課される……（中
略）……自発的なコントロールの、錯綜したほとん
ど無意識のネットワーク」(1961: 31)であった。
ウィリアム・ブラットンにとっては、セネットの
無関心も、ジェイコブズの「自分たちで行う」監視も、
寛容と開放の場所としての都市を確立するために充
分ではない。ニューヨーク市の巡検において彼が感
知した逸脱には、より断固とした対応が要求される
のだ。1994年にニューヨーク市警察本部（NYPD）
の本部長として赴任したあと、ブラットンは、物乞
い、酔っ払い、心なき破壊者を、ゼロ・トレランス・

ポリシング zero tolerance policingとして知られる
ことになるものの標的にした。政治的左派の論者の
多くは、この戦略が、公共空間において遭遇する多
様性──都市の開放の可能性に対するセネットの見
解にとって非常に重要なもの──を消し去る試み
だとみなし失望した。ニール・スミス Neil Smith 
(1999)に従えば、たとえば、ブラットンのゼロ・
トレランス・アプローチは、1990年代の都市報復
主義 urban revanchismを例証しており、「ありう
る都市の将来を示す、身も凍る兆候」なのである。
しかし、政治的右派の人々にとっては、ブラットン
の強硬な「法と秩序」アプローチこそ開放なのであっ
た。ブラットンを雇ったニューヨーク市長であるル
ドルフ・ジュリアーニ Rudolph Giulianiは、「自由」
とは、「実行することに関する大きな判断を法的な
権威に委ねようとする、あらゆる個人存在の意思で
ある」(Smith, 1999: 189における引用 )と宣言した。
この観点からすれば、ゼロ・トレランス・ポリシン
グは、「社会的地位があり、法律を遵守する人々の
ために街路を取り戻し、『恐れの文化』……（中略）
……つまり後期近代の都市環境の特質を、克服する
手助け」(Hughes, 1998: 112)になるのだろう。
本章では、都市における逸脱、差異、犯罪統制の

相互作用をめぐるこうした緊張と懸念を探求した
い。シャロン・ズーキン Sharon Zukin (1995: 27)
にとって、「公共空間の民主化」は、物理的なセキュ
リティに対する人々の不安で混乱している。彼女は、
「公共の文化に対するもっともはっきりとした脅威
の一つは、日常的な恐れのポリティクスから生ずる」
(1995: 38)と警告する。同様に、アッシュ・アミン
とスティーヴン・グラハム Ash Amin and Stephen 
Graham (1999: 16)は、「差異、知覚されたもの、
あるいは現実（たとえば、犯罪や暴力に対する恐れ、
人種的な不寛容、不確実性と不安感）が併存するこ
とに関わる緊張によって、『都市の公共空間』とい
う言い回しの定義や使用そのものが、しばしば疑問
視される」と記している。セネットもまた、ニュー
ヨーク市をめぐる散策のなかでこのことを認めてい
る。彼が観察しているように、「［公共空間からの］
離脱があり、［公共空間に］さらされることへの恐
れがある。あらゆる差異は、ドラッグの売人と一般
市民とのあいだにある差異と同じように、潜在的に
一触即発であるかのようだ」(1990: 129)。
そうした恐れの起源と、それらが公共空間におけ

る社会生活からの排除を生みだし強化する様式は、
複雑である。ある局面で、人々は、犯罪そのものの
体験によって促される恐怖のために排除されるかも
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しれないし、あるいは人種差別主義者、性差別主義
者、同性愛差別主義者、年齢差別主義者による嫌が
らせのような、準犯罪的な行為の結果として排除
されるかもしれない (Pain, 2001)。だが、恐れはま
た、差異や困難への直面を通じて生まれる、より漠
然とした懸念の感覚を反映したものであり、それは
犯罪不安のように、人々の社会活動、雇用機会、表
現の自由を制限する予防的な行動につながりうる
(Bannister and Fyfe, 2001)。しかしながら、「都市
の惨禍に対する新たな予兆」(Baeten, 2001: 4)を
構成するのは、恐怖と犯罪だけではない。しばしば
犯罪統制そのものが、今や都市における差異と多様
性への重大な脅威として表象されているのである。
犯罪学者や左傾の都市計画専門家は、ゼロ・トレラ
ンス・ポリシング（ZTP）や閉回路テレビ (CCTV)
による監視のような、取り締まり活動と犯罪予防に
おけるイノベーションが、どの程度、「社会統制と
いう歯止めを強化するものとして、また、技術的に
洗練された新たな全体主義の兆候として」(Young, 
1999: 90)みなされるかについて多くを語っている。
そうした新たな犯罪統制戦略の支持者たちは、それ
らが犯罪と犯罪不安を劇的に減少させることができ
ると信じているのだが、他方で批判者たちは、「公
共空間において逸脱、不完全、周縁だと判断される
社会集団の空間的排除を通じて、無秩序と差異の公
共圏を浄化しようとする試み」 (Toon, 2000: 141)以
外の何ものでもないとみなしている。
犯罪統制の戦術とテクノロジーに対するこれらの
競合する見方には、われわれが現代都市の開放の可
能性を理解する上でまったく異なった解釈が存在す
る。ZTPとCCTVによる監視の擁護者が、恐怖を減
らすことは、都市において人々が新しい自由の感覚を
享受することにつながると断言するのに対し、反対者
は、こうしたイニシアティブは、抑圧的で「不寛容の
犯罪学 criminology of intolerance」の一部であり、そ
の主な関心は、「システムの円滑な運行を妨げようと
する」人々を排除することにあると主張して対抗して
いる (Young, 1999: 46)。本章では、後期近代都市にお
ける犯罪統制へのこうした異なる解釈を探求する。事
例研究として、ZTPとCCTVによる監視を扱うこと
で、ZTPとCCTVによる監視の特性と影響が、それ
らの支持者や批判者のどちらが見込んでいるよりも遙
かに複雑な様相を呈していることを主張したい。ただ
し、ZTPとCCTVの背景を把握するためには、第一に、
後期近代都市において新たに生起しつつある犯罪統制
の輪郭を描き出すことが必要である。

展望と現実―後期近代都市における犯罪統制―

デヴィッド・ガーランド David Garlandによれ
ば、イギリスとアメリカにおける犯罪統制は、近
年、統治行為の新しく明確な二つの道を示してい
る。すなわち、「予防と協働を強調する適応的な戦
略adaptive strategy と、強化されたコントロール
やあからさまな刑罰を力説する主権国家的な戦略
sovereign state strategy」である (2000: 348)。適
応的な戦略は、セキュリティの主たる提供者であろ
うとする国家の主張を退けつつ国家を取り込み、代
わりに、増大する監視のような予防技術の使用と、
取り締まり活動や都市デザインのような分野におけ
る公共と民間の協働の役割を強調する。だが、ガー
ランドは、この新たな犯罪予防の社会的基盤につい
て、政府は「非常に両義的」だと主張する。特定の
空間における、ある時間において、そして特有の秩
序違反と違反者に関して、政府は、過酷な量刑手続
きや投獄、ゼロ・トレランス・ポリシングを一層用
いるような、取り締まり活動と刑罰のより徹底した
流儀の戦略を用いることで、「主権国家の古い神話」
を復活させているからだ。
犯罪統制への新たなアプローチの根底には、後期

近代に関連した複雑な社会的、経済的、政治的変
化がある。これらには、国家財政の逼迫、新たな
形態のガバナンスの出現や新たなテクノロジーの勃
興、そして、ここでは特に重要なことなのだが、「犯
罪と不安感の新たな集合的経験」(Garland, 2000: 
354)が含まれる。高い犯罪率は今やありふれた社
会的事実となった。ジョック・ヤング Jock Young 
(1999: 122)は、どのようにして「犯罪が、めずら
しいもの、異常なもの、周縁的な人や見知らぬ人の
違反から、日常生活の要素のありふれた部分へと移
行したか……（中略）……同様に、その懸念を都市
のあらゆる地域へと拡大させる」のか記述している。
もちろん、犯罪の集合的な経験は、社会的にも空間
的にも著しく差異化されたままではあるが、重要な
のは、1980年代以降、生活のなかで犯罪が示す特
徴的なあり方という点で、もっとも劇的な変化のい
くつかを経験したのが中産階級だったことだ。「概
して貧者に降りかかる問題から、犯罪（特に破壊行
為、窃盗、住居侵入、強盗）」は、ガーランドが強
く主張するように、「車を所有したり、地下鉄を利
用したり、日中に家を無防備にしたり、夜間に都市
の街路を歩いたりする人々にとって、ますます毎日
の関心事になった」(2000: 359)。
犯罪の頻度と分布における変化の背景に対して、
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中産階級は、「犯罪率への公的な対応の台本を書き」
(Smith, 1999: 199)、大西洋の両側の諸都市において
流行した、犯罪統制に対する新たなアプローチに辿
り着いたのだった。予防と協働の適応的な戦略は、
コミュニティ・ポリシングのイニシアティブの増大
や、裕福な郊外における近隣警戒活動の構想計画の
急増、そして、建築と都市デザインにおける「要塞
化への欲求 fortress impulse」の奨励に顕著に認め
られる。たとえば、スーザン・クリストファーソン
Susan Christopherson (1994: 421)は、「セキュリティ
の檻と、蜂の巣のような住宅と事業所の要塞」に占
領された都市を描写しているが、他方で、ユージン・
マクラフリンとジョン・マンシー Eugene McLaugh-
lin and John Muncie (2000: 117)は、「はっきりと境界
が画定され、私有化され、塀で囲まれ、ゲートを設
えた飛地」で穴だらけにされた都市について記述し
ている。国家による取り締まり活動への伝統的な依
存は、私的な形態の取り締まり活動と電子的な監視
の拡散に基づいた新たな「セキュリティ・ネットワー
ク」 (Newburn, 2001)に道を明け渡したのである。主
権国家的な戦略という意味において、アメリカやイ
ギリスにおいて現在展開されているイニシアティブ
の題目は、非常に広範に渡る。「より厳しい量刑手続
きと投獄の多用、……（中略）……チェーン・ギャ
ング chain gangs［一本の鎖につながれた囚人たち］
および私刑の復活、ブート・キャンプ boot campsと『超
極大 supermax』刑務所、……（中略）……性犯罪者
情報公開法 community notification lawsと小児性愛
者の登録、ゼロ・トレランス・ポリシングと性犯罪
者法 sex offender orders」(Garland, 2000: 350)といっ
た具合だ。この戦略の目に見える痕跡は、適応的な
戦略よりも小さいのかもしれないが、そのようなこ
とは現代都市の命運にとってもはや重要ではない。

グローバル金融の世界のなかで、国家の政府は、
過大な警察署以外の何ものでもない役割を割り当
てられる。すなわち、街路から、物乞い、厄介
者、コソ泥を一掃する際に効果的に示されるの
は、掃討に導入される警察官の量と質であり、ま
た、「投資者」に信頼を与える要素―投資する
のか、もしくは損失を削減し手を引くのかの決定
が行われる際に計上される項目―のなかで、大
きな位置を占めているのは、刑務所の壁の堅固さ
なのである(Bauman, 2000:216)。

本章の文脈において、犯罪統制に対するこれら二
つのアプローチによって提起される鍵となる問い

は、後期近代都市における差異と逸脱の規制の解釈
に関わっている。主権国家的および適応的アプロー
チを例証する事例研究として、ZTPおよび CCTV
による監視を扱うことで、こうした犯罪統制の戦術
とテクノロジーが、対照的な言説によって構築され
ていること、そして、それらが、都市における犯罪
についての懸念ならびに犯罪統制についての懸念に
とって重要だということを吟味してみたい。

ゼロ・トレランス・ポリシング（ZTP）

ZTPが初めて公の関心事になったのは、ニュー
ヨーク市警察本部（NYPD）の署長としてウィリ
アム・ブラットンが任命された 1990年代の半ば
のことであり、そこで彼は、「生活の質」に関わる
秩序違反行為を標的にした取り締まり戦略を導入
したのだった。これらのいわゆる「ビールと小便
beer and piss」パトロールは、酩酊、立ち小便、物
乞い、公共物の破壊、その他の反社会的行為に焦
点を当てた。「ニューヨークの公共空間を取り戻せ
Reclaiming the Public Spaces of New York」(New 
York City Police Department, 1994)と題されたこ
の戦略は、「都市における犯罪と犯罪不安を軽減す
るために、ニューヨーク市警察によって行われた
……（中略）……取り組みの要」だった (Silverman 
and Della-Giustina, 2001: 950)。強引な物乞い、ゴ
ム雑巾の掃除人、路上売春、ブームボックス・カー
boombox cars、公共の場での酩酊、無謀な自転車運
転者、落書きのような、生活の質に関わる秩序違反
行為が、公共空間の利用を制限し、ひいては「すべ
ての公的環境が人を脅かす場所になっているという
感覚」 (New York City Police Department, 1994: 5)
を生じさせているという主張に、この戦略は基づい
ていた。生活の質に関わる秩序違反行為に焦点を当
てた理由は、これらの秩序違反に関して「高圧的な
警察力を権威主義的に強引に用いること」が、恐れ
を減らし、より深刻な類型の無秩序や犯罪が生じる
のを防止するからということだった (Innes, 1999: 
398)。この根拠づけは、ジェイムズ・ウィルソンと
ジョージ・ケリング James Q. Wilson and George L. 
Kelling (1982) によって提案された「壊れ窓 broken 
windows」理論により学術的な信頼を得た。

荒廃の兆候の存在は、フィードバック循環を引き
起こすことがある。その循環によって、ローカル
な人々―監視とコントロールのインフォーマル
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なメカニズムが、ローカルな場における秩序の主
たる保証人となっているのだが―のなかでも法
を守る成員に恐れが生じる。この恐れが、法を守
る集団を公的な相互作用から全面的に退かせ、そ
れゆえ、インフォーマルなコントロールが弱ま
り、犯罪的、無秩序的な活動が急速に増加するの
である(Innes, 1999: 398)。

些細な秩序違反に対するブラットンの断固たる措
置は、すぐさま頼もしい結果をもたらしたかのよう
にみえた。ニューヨーク市において、1994～ 1997
年に記録された犯罪率は 37％まで低下し、殺人は
50％以上減少したのである。Bratton (1997: 29)によ
ると、このことは端的に説明できた。すなわち、「警
察のおかげ」なのだと。驚くことではないが、この「勝
利者の談話 triumphalist discourse」 (Body-Gendrot, 
2000: 117)は、他の国の政治家や警察主任の関心を
すぐに捉え始めたため、NYPDは世界でもっとも訪
問され研究される警察署となった。1995年の夏に、
当時イギリスの影の内相であったジャック・ストロー
Jack Strawがニューヨーク市を訪れ、ブラットンと
会合した。帰り際、ストローは、労働党政府が ZTP
を導入して、「安酒ばかり飲むアル中winos、麻薬常
習者、ゴム雑巾がけ屋 squeegee merchantsによる強
引な物乞い」から「法を守る市民のために街路を取
り戻す」(Bowling, 1999: 532における引用 )ことを
約束したのだった。それ以来、そうした道徳的な権
威主義が、ロンドンのキングスクロス地区、イング
ランド北東のクリーヴランド Cleveland、スコット
ランド西部のストラスクライド Strathclydeを含むイ
ギリス各地において、ゼロ・トレランス型の取り締
まり活動を採用することで実行に移された。これら
すべての地区において、ZTPの唱道者たちは、犯罪
と犯罪不安が劇的に減少したと主張している (以下
を見よ Dennis and Mallon, 1997; Orr, 1997)。もちろ
ん、犯罪レベルの低下を、特殊な取り締まり活動の
イニシアティブと直結させるあらゆる試みは、問題
に満ちている。ベン・ボウリング Ben Bowling (1999: 
551)がニューヨーク市において結論づけているよう
に、たとえば、「強引な取り締まり活動と犯罪の減少
のあいだのつながりが認められるのは、単に状況的
な事例に過ぎない」。1990年代中期の都市における
殺人の減少は、彼が主張するように、取り締まり戦
略のいかなるイノベーションよりも、クラック・コ
カイン市場の縮小に大きく関わっていた。さらに、
アメリカにおいて ZTP戦術を採用しなかった都市で
も、1990年代半ばには、犯罪が劇的に減少した。た

とえば、サンディエゴでは、採用された取り締まり
アプローチが、ニューヨーク市のアプローチや、警
察と公共・民間部門のあいだで包括的に発展しつつ
ある協働とはまったく異なっていたにもかかわらず、
犯罪の減少が、ニューヨーク市で記録されたものに
匹敵した (Body-Gendrot, 2000)。
このように、その影響は不確定であるにもかかわ

らず、警察官や政治家のあいだで、ZTPへの支援が、
「社会統制の一手段として取り締まり活動や法的規制
を継続させ」ようとする、国家による「最後の試み
a last ditch attempt」(Hirst, 2000: 281)としてます
ます顕在化している。だが、同時に、ZTPへの批判
も高まっていった。実際、ZTPへの非難は、都市に
おける公共秩序、差異、そして多様性が有する含意
に気づいた、上層部の警察官、犯罪学者、左寄りの
都市計画専門家の意外な同盟のあいだに広まったの
だった。イギリスの警察官には、ZTPを、いくつか
の都市において深刻な公共の無秩序［の解消］には
貢献したものの、1970年代と 1980年代に失敗した
軍事型の取り締まり戦術への回帰とみなしている者
もいる (Hopkins Burke, 1998)。たとえば、英国のテ
ムズ・バレー・フォース Thames Valley forceの警察
本部長であるチャールズ・ポラード Charles Pollard 
(1997: 44)は、「低水準の犯罪性や無秩序性を取り上
げるような無慈悲……（中略）……そして、短期的
な成果の偏狭な追求」には批判的である。何人かの
犯罪学者 (Body-Gendrot, 2000; Greene, 1999など ) 
は、こうした関心に共感し、犯罪が減ることが、特
にマイノリティのコミュニティにおいては、警察に
とって公共の信頼への手痛いコストになってしまう
ありさまを強調している。しかしながら、他の者は
さらに激しく批判している。「活力に満ちた街路の
生活にとって非常に重要な……（中略）……『路上
のバレエ』や『穏やかな無秩序 benign disorder』を
まったく簡単に破壊してしまう、閉口する取り締ま
り beat policingのロボコップ版」として、ZTPを
描く者もいる (McLauglin and Muncie, 2000: 130; 
Merrifield, 2000: 484を参照 )。スミスは、ZTPに対
してもっとも一貫した攻撃の一つを加えている。彼
によれば、NYPD (1994)の『ニューヨーク市の公共
空間を取り戻せ』の出版は、「都市景観における世紀
末的なfin de siècle アメリカの報復主義の到来」を告
げていた。この報復主義は、「白人中産階級から、か
れらが生得権だと思い込んでいた都市を盗み取った
敵である容疑者を、感情的に定義するもの」であっ
た (1999: 187)。
差異や多様性に対する ZTPの有する含意につい
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て、こうした懸念が重要なのは、この取り締まり戦
略の支援者の一人よがりで利己的な主張に異議を唱
えるからだけではない。にもかかわらず、幾人かの
批判者によって提出された ZTPについての急進的
な全体主義的解釈では、犯罪よりも犯罪統制のほう
が、都市の生活と文化にとっての主要な脅威として
構築される。この解釈は、ZTP支援者のユートピ
ア主義的な主張と同じように、誤解を招いたり誇張
されたりするおそれがある。後者は、ZTPを、公
共空間の問題に対するある種の「手軽な奇跡であり
即座の救済」 (Young, 1999: 130)として思い描くの
に対し、批判者は、単にこのレトリックを反転させ、
即座の抑圧をもたらしあらゆる「街路の自発性と活
気」(Merrifield, 2000: 485)を破壊する純然たる厄
災とみなす。しかし、この解釈は、ZTPの戯画化
にあまりに重きを置いているのであって、増加する
文献を少しばかり閲覧しさえすれば、ZTPが、多
くの反対者が無批判に流布させている大衆向けのイ
メージよりも遙かに複雑な一連の実践であることが
明らかとなる。特に、ZTPに対する批判的な見方が、
まさに万華鏡のような詳細さで街路の人々の日常生
活に焦点を当てる一方で、警察は単に「抑圧の原因
になっている抽象的で規則正しい秩序」として描写
される (Thrift, 2000: 235)。
ニューヨーク市における警察の実践についての考
察は、生活の質に関わる犯罪を強調することが、よ
り深刻な秩序違反に関わる機密情報収集に大いに役
立っていることを明らかにした (Greene, 1999)。さ
らに、［ZTPの］厳格な実施は、警察をより効率的、
効果的、そして説明責任のあるものにするために策
定された、管理、コミュニケーション、機密情報収
集の広範に渡る一連の改革のうちのたった一つの要
素に過ぎない。それゆえ、エリ・シルバーマンとジョ
-アン・デラ -ジュ スティーナ Eli Silverman and 
Jo-Ann Della-Giustinaのような研究者が、ZTPは
現実とほとんど関係のない一連の神話を生んでい
る、と結論づけているのは驚くことではない。と
りわけ、ゼロ・トレランスが現実には、「あらゆる
生活の質に関わる秩序違反行為に対する、24時間、
一週間に７日間の、絶え間のない実施」を意味する
わけではないのに、批判者たちは、あまりにしばし
ばゼロ・トレランスを「警察に、ほとんどあるいは
まったく自由裁量を残さない」ように描いている、
とかれらは記している (2001: 954)。このことは、
ブラットンによって繰り返し唱えられてさえいる。
彼は、自由裁量が取り締まり活動の不可欠の部分で
あって、ニューヨーク市で起きたことはゼロ・トレ

ランス・ポリシングではないと強調している。実際、
ブラットンは、その概念を厳しく非難して、取り締
まり活動には、ローカルなコミュニティと協議して
一連の犯罪と無作法な行為に対し行動する、発展途
上の計画が含まれていることを強調したのだった
(Young, 1999: 124)。さらにいえば、批判者は、「ロー
カリティや差異の特異性に対してほとんど注意を向
けていない」(Hughes, 1997: 158)。
ニューヨーク市内での比較研究は、ゼロ・トレラ

ンス・ポリシングの様式において地域差の重要性を
明らかにした。サウスブロンクスにおける二つの行
政管区の研究は、人員への指揮の改善やより活発な
コミュニティの相互作用を強調する、警察の指導者
たちが採用した管理のローカルな様式の結果とし
て、犯罪が顕著に減少したことや警察に対し市民
の不平があったことを浮き彫りにした (Davis and 
Mateu-Gelabert, 1999)。都市間から国際間のスケー
ルに移ってみると、アメリカとイギリスにおける
ZTPには明らかな違いもある。ZTPの大衆向けの
言説に与する、イギリスの上層部の警察官がいるに
もかかわらず、ZTPで実験を行ってきたと主張す
る地区の取り締まり活動は、強引な施行というより
も、情報の開拓と情報に根差した警察行動に方向づ
けられてきた。実際、Johnston (2000: 67)は、イ
ギリスの文脈において、ZTPは、無作法な行為の
問題に対処するというよりも、リスクに根差した取
り締まり活動（情報収集と事前介入という意味にお
いて）により強く関係していると結論づけている。
「ゼロ・トレランスの福音 the zero tolerance 

gospel」(Shapiro, 1997)のなかに危険を見て取る
だけの人々には、第二の難点がある。ゼロ・トレラ
ンス戦略の土台となる壊れ窓理論によって与えられ
た重要な洞察は、「些細な無作法な行為の累積的な
効果が、犯罪そのものと同じように、公共的なもの
にとって大きな問題を引き起こす」(Young, 1999: 
138)ということだ。ヤングが主張するように、こ
のことは、10年以上前、エジンバラの女性の家庭
内暴力キャンペーンが、女性に対する暴力に関連づ
けて「ゼロ・トレランス」という用語を初めて作り
出した時に、認識されていた。このキャンペーン
は、レイプもしくは他の形態の性的暴力が、じろじ
ろ見ること staringや触れること touching、そし
て言葉による性的な虐待も含みうる、「強引な性的
行為から連続した最終地点」(1999: 138)を示して
いるということを明確に認識するよう求めた。もち
ろん、ゲイやレズビアン、若い人や年配の人、民
族・人種的なマイノリティを含む、一連の他の無防
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備な社会集団が受けた虐待に関連して同様の主張が
なされた。これらの文脈において、ゼロ・トレラン
ス・アプローチを採用するという過ちが個々人や社
会集団の排除に大いに寄与することになる、などと
異議を唱える者はほとんどいないであろう。民主主
義は、「あらゆる類型の無秩序が暴走するのを許す」
ことはできないけれども、このことは、「ゼロ・ト
レランス戦術を退け争わ」なければならないと信じ
る人々にとってジレンマになっていると述べる批判
者もいる (Merrifield, 2000: 885)。すなわち、「良い」
ゼロ・トレランスと「悪い」ゼロ・トレランスをど
のようにして差異化するのかということである。こ
のことが示唆するのは、ZTPの両義性により一層
向かい合う必要性である。一方で、ある形態のゼロ・
トレランスは、都市における自由を厳しく禁止する。
Silverman and Della-Giustina (2001: 954)が記し
ているように、「ゼロ・トレランスが、生活の質に
関わる秩序違反行為を熱狂的に追撃するように変化
したとき、全ての人々が―民衆も警察も同じよう
に―犯罪と戦う自分たちの能力を失う」。他方で、
特定の無作法な行為に対するゼロ・トレランスは、
都市を利用するいくつかの集団の信頼を実際に高め
ることができるだろう。それゆえ、ZTPの批判者は、
「無秩序という赤子が、犯罪という風呂の水と一緒
に捨てられてしまうかどうか」(Merrifield, 2000: 
484)について悩むかもしれないけれども、同じ批
判者が、「利口な取り締まりという赤子」を「強引
な取り締まり」という風呂の水と一緒に簡単に捨て
てしまうわけではない (Bowling, 1999: 550)という
こともまた重要なのである。

閉回路テレビ（CCTV）による監視

ZTPはニューヨーク市のような国際的な世界と大
きく関わっているが、CCTVによる監視の議論にお
いて一様に注目されるのは、イングランドの南海岸
に位置する比較的静かな沿岸の町ボーンマス Bour-
nemouthである。ボーンマスはイギリスの「監視
革命」の誕生地である (Williams et al., 2000: 169)。
1985年の夏、ここでイギリスにおいて初めて公共空
間の CCTVシステムが「可動」を始め、続く十年の
あいだに、他の町や都市において同様の構想計画が
徐々に制定されたのだった。だが、1990年代の中
盤から、CCTV構想計画の拡散に拍車がかかった。
1994年にイギリスでは、78の町と都市に CCTVが
あったのだが、1999年の５月までに、530の町お

よび都市の中心地における構想計画が始動するか、
あるいは財政的支援が割り当てられた (Williams et 
al., 2000: 170)。イギリスの都市では今日、電子的
な「路上への目」が世界で最も過度に集中している 
(McLaughlin and Muncie, 2000: 130)。

CCTVシステムのこうした急速な拡大の理由は、
今では詳しく報告されている (Fyfe and Bannister, 
1998; Williams et al., 2000)。経済学的にみると、
CCTVの拡大は、「消費の新しい領域において不適
切な行為を締め出す」(McCahill, 1998: 42)ことに
よって、企業家主義的な都市の富を復活させようと
する、都市再生の課題と企図に結びついている。イ
アン・トゥーン Ian Toon (2000: 150)が述べるよう
に、CCTVは、「他のあらゆる利用［形態］を差し
置いて、街路の商業的な機能を促進し、公共空間を
復興する試み」の一部なのである。政治学的にみる
と、監視構想計画に資金調達するうえで、ビジネス
と地方政府が関与するということが示しているの
は、いかに CCTVが、公共と民間の協働―ある
種の犯罪統制活動を地方と民間部門へと押しつける
「責任転嫁 responsibilization」の戦略を、中央に追
求できるようにさせるもの―を発展させようとす
る課題と合致しているかということである。

ZTPと同じように、この技術が都市に相当な便
益をもたらしたと進んで主張する CCTVの支持者
には事欠かない。いくつかの町および都市の中心地
における、犯罪事件に対する CCTVの影響につい
ての「前」「後」研究は、犯罪率が劇的に低下した
こと、さらに、「繁華街の利用者に、自分たちは安
全だと安心させること」で、いわゆる「心地よく感
じる要素」に貢献したことを示唆している (Home 
Office, 1994: 14)。意識調査も、型どおりに、公
共の支持が高レベルであることを明らかにしてい
る。ロンドン南東のサットン Suttonで尋ねた人の
85％が、繁華街の CCTVを気に入っており、グラ
スゴーで尋ねた人では 95％に上ったという。その
ため、CCTVによる監視は賞賛の的になっている
ようだ。すなわち、「公共の自由を増大させ、人々
が公共の場所を楽しむための機会を増やしている」 
(Arlidge, 1994: 22) のだと。だが、町および都市の
中心地を利用する人々にとって「心地よく感じる要
素」になることが見込まれるといった、CCTVを
取り巻くユートピア的で決定論的なレトリックは、
しだいに疑問視されるようになっている。犯罪減少
の証拠と、犯罪不安はまったく合致しないし (Fyfe 
and Bannister, 1998)、CCTV システムは、犯罪を
カメラの視界から外れた地区―犯罪問題におそら
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くそれほど対抗することができない地区―へと単
に転移させるだけである。意識調査の実施方法に
は、一定の深刻な方法論的弱点があることがしば
しば主張されてきたが、それと同じように、CCTV
に対する公共の支持も、高いあるいは確固としてい
るというわけではない (Ditton, 2000)。より一般的
にみれば、ロイ・コールマンとジョー・シム Roy 
Coleman and Joe Sim (1998)が当を得た主張をし
ているように、「心地よく感じる要素」は、都心の
公共空間における危険や無秩序という特定の概念に
焦点を当てるものの、私的空間において経験される
家庭内暴力のような、犯罪と懸念についての他の領
域を周縁化している。
犯罪と逸脱への CCTVの影響がこのように不確

定であっても、CCTVによる公共空間の監視に対
する、大衆的で政治的な熱狂にはまったく水を差さ
ないようにみえる。だが、ZTPへの批判の土台と
なる見解と似通った急進的な全体主義に影響され
て、この犯罪予防の「特効薬 silver bullet」への一
層批判的な見解もまた展開されたのだった。『極限
の監視社会The Maximum Surveillance Society』
のなかで、クライブ・ノリスとゲイリー・アームス
トロング Clive Norris and Gary Armstrong (1999)
は、たとえば、CCTVについての学術的な文献が、
いかにオーウェルの『１９８４』のビッグ・ブラザー
や、ベンサムのパノプティコンに関するフーコーの
議論への間接的な言及に満ちているかを記してい
る。「支配的な文化の主題は悲劇的であり」、「そこで、
CCTVは、全体主義的な規定の構造のなかで徹底
的に解釈されるこれらの監視形態の文脈のなかに位
置づけられる」(1999: 5)とかれらは結論づけてい
る。多くの都市計画専門家たちは、よりあからさま
に、CCTVによる監視が、社会的排除の過程と公共
空間の終焉へ寄与することに焦点を当てている。ス
ティーヴン・フラスティ Steven Flusty (1998: 59)
は、ロサンゼルスの文脈に基づく記述で、ビデオカ
メラは今や、「警察国家のマトリックスのなかに組
み込まれた特権を持つ、電子的に接続された島々へ
と都市を再編する社会的基盤」の一部であることを
示唆している。ジョン・バニスター Jon Bannister
とわたしは、CCTVの見解に対するこの黙示録的
な展望に与してきた。そして、CCTV監視カメラ
の一貫した視線のもとでは、街路が、あらゆる人的
な接触、対立、寛容を有した公共的な生活を象徴
しているとするどのような主張も、維持するのは
難しいだろうと警告してきた (Fyfe and Bannister, 
1998: 265)。より最近では、Williams et al. (2000: 

184)が、CCTVは、「消費者としての市民のために
……（中略）……繁華街の公共空間」を保護する道
具として用いられ、「他方で、消費力の弱い人々は
……（中略）……効果的に排除される」と断言した。
しかし、ZTPと同じように、CCTVへのこうし

たディストピア的な展望は、後期近代都市における
差異と多様性に対する解釈に、誤解を招く誇張さ
れた説明を与えるリスクがある。たとえば、CCTV
の影響を理解する方法として、フーコーによるパ
ノプティシズム panopticismの解釈を引用しよう
とする誘惑には注意が必要である。いくつかの類似
点があるものの、都市の街路は、監獄や収容所の境
界づけられた施設の空間と同じではない。囚人や収
容所の被収容者と違って、「都市の人々は継続的な
拘留を受けて」いないし (Hannah, 1997: 344)、街
路を利用する人々も、CCTVで撮影されているこ
とにいつも気づいているわけではない。反対に、パ
ノプティコンのなかでは、服従させることを意図
した確実な探知と、そのための介入が必要であっ
た。CCTVシステムでは、探知と介入が、一連の
社会的過程―映像が監視されているかどうか、逸
脱と定義される活動が実際に反応を引き起こすかど
うかを含む―において不確定である (Norris and 
Armstrong, 1999: 92)。実際、ちょうど支持者と同
じぐらい多くの CCTVの反対者が、「これらのカメ
ラの持つ印象的で技術的力……（中略）……それら
が効果を発揮するのには、ほとんどあるいはまっ
たく人的努力を注ぐ必要がない、というような軽
率な信念」(Ditton and Short, 1999: 39)を分かち
合っているようにみえる。この立場は擁護できない。
CCTVは、他の技術的なイノベーションと同じよ
うに、「人々を一掃する電子の世界」ではなく、「人々
と電子的な事物の『アクター・ネットワーク』」を
生み出すのである (Thrift, 1996: 1473)。
こうした、CCTVカメラ、制御室のオペレーター、

警察官の「アクター・ネットワーク」についての
研究は比較的少ない。批判者は、カメラのまなざ
しがもたらした対象者の排除の経験を明らかにす
ることに躍起になっているが、「CCTVシステムに
よって生じる情報が、どのように選択され、評価さ
れ、使用され、対応されるのか」(McCahill, 1998: 
46)を理解することにはほとんど関心がない。ある
CCTVカメラについての研究は、「目的は……（中略）
……公共の環境で十代の若者をどのように取り締ま
るかについて、警察官や CCTVの監視員による説
明を収集することではなく、むしろ排除された人々
の観点から、取り締まりの諸活動に対して禁止や制
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約の根拠を提供すること」(Toon, 2000: 163)だと率
直に認めている。後者は、もちろん重要なことでは
あるのだが、しかし、CCTVシステムを作動させる
人々の役割も（技術的な決定性の罠を避けるのであ
れば）重要である。諸活動や、CCTV制御室の人員
と警察官のあいだの相互関係について、わずかに出
版されている研究のなかの一つで、ノリスとアーム
ストロング Norris and Armstrongは、CCTV制御
室で目撃された諸活動に対応するために警察官を動
員するのは希な出来事だということを発見した。三
つの制御室における 600時間の観察のなかで、たっ
た 45人の動員しかなく、そのほとんどが暴力犯罪
への対応だった。これらの研究者が結論づけるよう
に、「権威主義的な介入は比較的まれな出来事であ
り、動員につながる事件は少なく、逮捕されるまで
に至る者はさらに少ない」(1999: 168)。この理由は
複雑であり、組織的、構造的、人的な要素の相互作
用を反映している。CCTVのオペレーターは、警察
の介入を要請 demandするというよりも、ただ求
める requestことができるだけであり、［要請する
場合には］警察行動を求めるための確固とした根拠
を示すことができなければならない。実際、介入す
るための特定の法的な令状がなければ、警察は関与
することに消極的である。Norris and Armstrong 
(1999: 200)にとって、このことは以下のことを示
唆している。CCTVの「排除的な潜在力」は、批判
者を非常に憂慮させているが、「主として、警察が
動員されるのはそのようにまれなことであるため」、
実践のなかで特に顕著というわけではない。
介入や逮捕が比較的少ないという事実は、もち
ろん、「重要な社会的相互作用が―遠隔的・技術
的に媒介されてはいるものの―生じない」(Nor-
ris and Armstrong, 1999: 151)ということを意味
しない。たとえば、イングランドにおける繁華街
の CCTV導入に対する若年者の反応についての研
究は、かれらが、CCTVのまなざしを避けて「自
分たちの空間を奪い返す」ために、「繁華街内の隠
された隙間の空間や繁華街を抜ける『不可視の』道
筋」を見つけ出すよう強いられていることについて
どのように感じているのかを明らかにした (Toon, 
2000: 154)。にもかかわらず、CCTVによる監視は、
ZTPと同じように、「出版されている文献の大半の
なかで仄めかされているよりも、ずっと扱いにくく
不確定であり、競合する解釈に対して開かれている」 
(Hughes et al., 2001: 333)ことも明らかだ。それゆ
え、ユートピア的な言葉（犯罪統制の特効薬のよう
な）、もしくは、まったくの（全体主義的なコント

ロールについてのオーウェル流の未来の）ディスト
ピア的な言説の一部として CCTVによる監視を描
くよりも、より微妙な差異を明らかにする立場が求
められる。実際、多義性や両義性はまさに、CCTV
の普及に対するローカルな人々の反応を知らせると
思われる特徴である。「どのように、CCTVが使用
されることになるのかについて、また、それが指し
示す世界の様相について一連の（しばしば拡散する）
懸念を伴いながらも、ビデオ監視への『要求』は不
承不承受け入れられている」(Sparks et al., 2001: 
894)のである。両義性の感覚はまた、感情的な経
験としての CCTVによる監視に関するヒル・コス
ケラ Hille Koskelaの考察にとって重要である。

監視下にいることは、両義的で感情的な事柄であ
る。監視カメラは、物体として、安全と危険を同
時に表象しうる。守られていることが、脅かされ
ていることと同じように感じられるのである。感
情の空間の逆説とは、実際にまさしく、監視カメ
ラが、人々をより安心にもより不安にもさせると
いうことだ (2000: 259)。

より具体的な言葉で、Young(1999: 193)は指摘し
ている。CCTVは、「もっとも不愉快な発明の一つ」
であり、オーウェルの『１９８４』を実現させるも
のでもあるが、異なる政治的文脈では、［ある人々
を］開放し保護することができる。すなわち、「カメ
ラは反転させられる。したがって、それらの文脈や
コントロールは変えられる」のである。CCTVの積
極的な使用例には、路上で知られている人種差別主
義者の犯罪者を見分けるために顔認証ソフトを用い
て、人種差別主義者による襲撃からの保護を提供し
ているイースト・ロンドンのニューアムNewhamが
含まれる (Lyon, 2001: 58-9)。他の例として、CCTVが、
出来事の説明に特権を与えている警察官の力を―
仮にカメラが今、路上でかれらのパフォーマンスや
活動を監視することができるとするなら―変化さ
せる手段となることがあげられる (Norris and Arm-
strong, 1999: 188)。真の挑戦とは、「資本主義の陰謀
の産物もしくは財閥の衝動の悪意ある結果」(Lyon, 
2001: 2)として単に糾弾することでも、犯罪予防の「特
効薬」として無批判に受け入れることでもなく、「大
衆監視の新たなテクノロジーが、排除ではなく参加
を奨励するために、個性を弱めるのではなく強める
ために役立てられ、悪意よりも善意の目的のために
用いることができる」(Norris and Armstrong, 1999: 
230)ような方法を見つけることなのだ。
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結論―犯罪統制の未来―

犯罪統制の戦術とテクノロジーをめぐる議論は、
後期近代都市における差異と逸脱に対する解釈につ
いての、ユートピア的あるいはディストピア的な展
望のあいだでますます二極化しつつある。興味深い
ことに、これらの議論は、19世紀の近代都市にお
ける犯罪統制について歴史家のあいだでなされた主
張とまさしく共鳴する。「秩序の問題を解決し、無
法の拡大をチェックする」(Reiner, 1992: 19) 手段
として、都市域へ公式の取り締まり活動を導入する
という「正統的な」説明と、警察は「国家が社会の
深部まで浸透し中央化された社会システム」(1992: 
34) の一部 であるという「修正主義者 revisionist」
の主張が、対比されているのである。修正主義者の
こうした説明が、近代警察の正統的な見解を超えた
理解に進展をもたらすように、犯罪統制の後期近代
的な手法に対する批判もまた、ZTPや CCTVにつ
いてのわれわれの理解を大きく広げた。それにもか
かわらず、批判者たちは、後期近代都市における犯
罪統制の、決まった解答のない複雑な性質を扱うこ
とにしばしば失敗してきた。実際、これらの批判的
な見方の多くを提供する急進的な全体主義は、「ディ
ストピア的な傾向と介入的な社会統制の機構の力を
誇張」 (Hughes, 1997: 157)する傾向がある。ゴー
ドン・ヒューズ Gordon Hughesが皮肉を込めて記
しているように、「ディストピアが垣間見えること
は、おそらくは無為に過ごす大衆に較べて、『危機
edge』に立ち向かうことで自分のことのように喜
びを疑いなく得る知識人のほうに、特に強く訴えか
ける」(1997: 158)。だが、犯罪が「もはや周縁的
な関心や生活のなかでの予期せぬ出来事などではな
く、常に起こりうるもの」 (Young, 1999: 36)となっ
た時代において、犯罪についての懸念と犯罪統制に
ついての懸念のあいだにある緊張にどうやって対処
するのかが問題として残されている。ある側面では、
このことは、犯罪統制の両義性と、それに伴う逆説
と可能性に取り組むことを意味する。
犯罪統制に対する最近のアプローチを乗り越えて
思考すること、そして、都市における逸脱と多様性の
問いに対処する刑事司法システム以外の方策を探求す
ることも重要だ。この点に関しては、社会的包摂と多
元主義の進歩的な課題を発展させる政治経済的な民主
主義を再考することによって犯罪に挑んでいる、ヨー
ロッパの急進的な共同体主義の展望が開かれつつあ
る。ここで特に重要なのは、ポール・ハースト Paul 
Hirst (2000)の仕事である。ハーストによれば、犯罪

統制の最近の戦略は、ますます異種混交的で不平等
となった社会に対して階層的なコントロールを強化
し、ますます競合する諸規範に基づいた監視のシステ
ムを発展させようとしているという。このことは、効
果的でも適切でもない刑事司法のシステムに結実して
いる。そこで、ハーストは、アソシエーショナリズ
ム associationalismに裏づけられた犯罪統制へのアプ
ローチを主張する。すなわち、異なる価値と、自治的
なボランティア組織に権限が委譲され公的に資金援助
のあるサービスを有した、自治的なコミュニティに分
割された社会のアソシエーショナリズムである。集団
は同時に存在するが、ミクロなガバナンス（異なる基
準が適用される特区）と相互の特別な領域性（同じ空
間を分かち合いつつも、コミュニティの関心事に関わ
る基準を成員のみに適用する自治的なコミュニティ）
の混合によって、集団自体の価値を保つであろう。ハー
ストは以下のようにまとめている。

ドラッグの使用に関して、寛大で限定された地区
が明確に分割された都市を想像してほしい。富め
る者が警備員のいるゲーテッドコミュニティに住
むことができること、また、比喩的なアメリカの
「ゲットー」が、独自の境界と独自のローカルな
取り締まり活動を備えてより現実的なものになっ
てきたことを想像してほしい。このことを、ロサ
ンゼルス市警察に知らせてくれないだろうか。
もっとも、かれらのやり方ruleの費用は莫大であ
り、暴動に対処する費用はかさみ、結果として効
果的ではないのだが(2000: 291)。

そうした戦略の要素は、いくつかの都市ですでに
存在する。デンマーク国民は、コペンハーゲンのク
リスティアニア Christianiaにある無政府主義者の
飛地に寛容だし、オランダでは、売春やソフトドラッ
グの使用が許容された周縁的な地帯がある。都市の
全域に適用され、単一の中央機関によって運営され
る犯罪統制に対するアプローチを探求するよりも、
より多様な脱中央化され自己規制的な戦略を発展さ
せることに取り組む必要がある。ハーストは、次の
ように説明している。

公共道徳―ほとんどすべての人々が、殺人、窃
盗、詐欺が犯罪であることに同意するだろう―
の細い芯の外で、集団は、自分たち自身の基準を
上手く設定し取り締まろうとするだろう。市民
は、異なった基準が、非公式の自己規律と調停を
伴う異なったコミュニティに適用されることを受
け入れなければならないだろう。(2000: 279)
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興味深いことに、この見解は、われわれを本章の
はじめに触れたニューヨーク市の街路に連れ戻す。
ジェイン・ジェイコブズ―おそらく都市のもっ
とも不名誉な遊歩者―によれば、「治安 public 
peace」は、主として警察によってではなく、「人々
自身のあいだの、そして人々自身によって強化され
た自発的なコントロールと基準の、入り組んでいて
ほとんど無意識のネットワーク」によって維持され
る (1961: 31)。これは、後期近代都市における犯罪
統制のユートピア的な展望として却下されるかもし
れないけれども、「刑事司法の公式のシステム内で
犯罪が扱われる様式を変化させる」(Currie, 1985: 
229)ことによってわれわれは犯罪をコントロール
することができる、という信念のほうがよりユート
ピア的なのではないだろうか。
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